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○

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
災
害
時
に
お
け
る
交
通
の
規
制
等
）

（
災
害
時
に
お
け
る
交
通
の
規
制
等
）

第
七
十
六
条

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
当
該
都
道
府
県
又
は
こ
れ
に
隣
接
し
若
し

第
七
十
六
条

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
当
該
都
道
府
県
又
は
こ
れ
に
隣
接
し
若
し

く
は
近
接
す
る
都
道
府
県
の
地
域
に
係
る
災
害
が
発
生
し
、
又
は
ま
さ
に
発
生
し
よ

く
は
近
接
す
る
都
道
府
県
の
地
域
に
係
る
災
害
が
発
生
し
、
又
は
ま
さ
に
発
生
し
よ

う
と
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
災
害
応
急
対
策
が
的
確
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ

う
と
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
災
害
応
急
対
策
が
的
確
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ

う
に
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

う
に
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
道
路
の
区
間
（
災
害
が
発
生
し
、
又
は
ま
さ
に
発
生
し
よ
う
と
し
て
い
る
場

よ
り
、
道
路
の
区
間
（
災
害
が
発
生
し
、
又
は
ま
さ
に
発
生
し
よ
う
と
し
て
い
る
場

所
及
び
こ
れ
ら
の
周
辺
の
地
域
に
あ
つ
て
は
、
区
域
又
は
道
路
の
区
間
）
を
指
定
し

所
及
び
こ
れ
ら
の
周
辺
の
地
域
に
あ
つ
て
は
、
区
域
又
は
道
路
の
区
間
）
を
指
定
し

て
、
緊
急
通
行
車
両
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
三
十
九

て
、
緊
急
通
行
車
両
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
三
十
九

条
第
一
項
の
緊
急
自
動
車
そ
の
他
の
車
両
で
災
害
応
急
対
策
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実

条
第
一
項
の
緊
急
自
動
車
そ
の
他
の
車
両
で
災
害
応
急
対
策
の
的
確
か
つ
円
滑
な
実

施
の
た
め
そ
の
通
行
を
確
保
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る

施
の
た
め
そ
の
通
行
を
確
保
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
車
両
の
道
路
に
お
け
る
通
行
を
禁
止
し
、
又

も
の
を
い
う
。
次
条
及
び
第
七
十
六
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
車
両
の
道

は
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

路
に
お
け
る
通
行
を
禁
止
し
、
又
は
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
行
の
禁
止
又
は
制
限
（
以
下
「
通
行
禁
止
等
」
と
い
う
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
行
の
禁
止
又
は
制
限
（
以
下
こ
の
項
、
次
条
第
一
項
及
び

）
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
通
行
禁
止
等
を
行
つ
た
都
道
府
県
公
安
委
員
会
及
び

第
二
項
並
び
に
第
七
十
六
条
の
四
に
お
い
て
「
通
行
禁
止
等
」
と
い
う
。
）
が
行
わ

当
該
都
道
府
県
公
安
委
員
会
と
管
轄
区
域
が
隣
接
し
又
は
近
接
す
る
都
道
府
県
公
安

れ
た
と
き
は
、
当
該
通
行
禁
止
等
を
行
つ
た
都
道
府
県
公
安
委
員
会
及
び
当
該
都
道

委
員
会
は
、
直
ち
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
在
る
者
に
対
し
、
通
行

府
県
公
安
委
員
会
と
管
轄
区
域
が
隣
接
し
又
は
近
接
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は

禁
止
等
に
係
る
区
域
又
は
道
路
の
区
間
（
次
条
第
四
項
及
び
第
七
十
六
条
の
三
第
一

、
直
ち
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
在
る
者
に
対
し
、
通
行
禁
止
等
に

項
に
お
い
て
「
通
行
禁
止
区
域
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
周
知
さ
せ

係
る
区
域
又
は
道
路
の
区
間
（
次
条
及
び
第
七
十
六
条
の
三
に
お
い
て
「
通
行
禁
止

る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

区
域
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
周
知
さ
せ
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
七
十
六
条
の
二
・
三

（
略
）

第
七
十
六
条
の
二
・
三

（
略
）
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第
七
十
六
条
の
四

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
通
行
禁
止
等
を
行
う
た
め
必
要
が
あ

（
新
設
）

る
と
認
め
る
と
き
は
、
道
路
管
理
者
（
高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律

第
七
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
速
自
動
車
国
道
に
あ
つ
て
は
国
土
交

通
大
臣
、
そ
の
他
の
道
路
に
あ
つ
て
は
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号

）
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
管
理
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
、

当
該
通
行
禁
止
等
を
行
お
う
と
す
る
道
路
の
区
間
に
お
い
て
、
第
七
十
六
条
の
六
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
若
し
く
は
命
令
を
し
、
又
は
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

会
社
管
理
高
速
道
路
（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）

第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
会
社
（
第
七
十
六
条
の
六
第
六
項
及
び
第
七
項
に
お
い

て
「
会
社
」
と
い
う
。
）
が
同
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復

旧
を
行
う
高
速
道
路
（
高
速
道
路
株
式
会
社
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
九
十
九
号
）

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
速
道
路
を
い
う
。
）
を
い
う
。
第
七
十
六
条
の
六
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
区
間
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
を
す
る
場
合
に
お
け

る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
道
路
管
理
者
（
高
速
自
動
車
国
道

法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
速
自
動
車

国
道
に
あ
つ
て
は
国
土
交
通
大
臣
、
そ
の
他
の
道
路
に
あ
つ
て
は
道
路
法
（
昭
和
二

十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
管
理
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済

機
構
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
機
構
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
第
七
十
六
条
の
六

第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
六
条
の
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
会
社
管
理
高
速

道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
機
構
が
行
う
同
条
第
一
項
」
と
す
る
。

３

公
社
管
理
道
路
（
地
方
道
路
公
社
（
地
方
道
路
公
社
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第

八
十
二
号
）
第
一
条
の
地
方
道
路
公
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
道
路
整
備
特
別

措
置
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
い
、
又
は
同
法
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第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
道
路
を
い

う
。
第
七
十
六
条
の
六
第
八
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
間
に
つ
い
て

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
道
路
管
理
者
（
高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十

九
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
速
自
動
車
国
道
に
あ
つ
て
は
国
土
交
通
大
臣

、
そ
の
他
の
道
路
に
あ
つ
て
は
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
管
理
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「

地
方
道
路
公
社
（
第
三
項
に
規
定
す
る
地
方
道
路
公
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
第
七
十
六
条
の
六
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
六
条

の
六
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
公
社
管
理
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
地
方
道
路

公
社
が
行
う
同
条
第
一
項
」
と
す
る
。

第
七
十
六
条
の
五

（
略
）

第
七
十
六
条
の
四

（
略
）

（
災
害
時
に
お
け
る
車
両
の
移
動
等
）

（
新
設
）

第
七
十
六
条
の
六

道
路
管
理
者
は
、
そ
の
管
理
す
る
道
路
の
存
す
る
都
道
府
県
又
は

こ
れ
に
隣
接
し
若
し
く
は
近
接
す
る
都
道
府
県
の
地
域
に
係
る
災
害
が
発
生
し
た
場

合
に
お
い
て
、
道
路
に
お
け
る
車
両
の
通
行
が
停
止
し
、
又
は
著
し
く
停
滞
し
、
車

両
そ
の
他
の
物
件
が
緊
急
通
行
車
両
の
通
行
の
妨
害
と
な
る
こ
と
に
よ
り
災
害
応
急

対
策
の
実
施
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
緊
急
通
行
車
両
の

通
行
を
確
保
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
管
理
す
る
道
路
に
つ
い
て
そ
の
区
間
を
指
定
し
て
、
当
該
車
両

そ
の
他
の
物
件
の
占
有
者
、
所
有
者
又
は
管
理
者
（
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
「
車

両
等
の
占
有
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
車
両
そ
の
他
の
物
件
を
付
近
の
道

路
外
の
場
所
へ
移
動
す
る
こ
と
そ
の
他
当
該
指
定
を
し
た
道
路
の
区
間
に
お
け
る
緊

急
通
行
車
両
の
通
行
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
。
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２

道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該
指

定
を
し
た
道
路
の
区
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
道
路
区
間
」
と
い
う
。
）

内
に
在
る
者
に
対
し
、
当
該
指
定
道
路
区
間
を
周
知
さ
せ
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
管
理
者
は
、
自
ら
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
道
路
管
理
者
は
、
当
該
措
置

を
と
る
た
め
や
む
を
得
な
い
限
度
に
お
い
て
、
当
該
措
置
に
係
る
車
両
そ
の
他
の
物

件
を
破
損
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
が
、
当
該
措
置
を

と
ら
な
い
場
合

二

道
路
管
理
者
が
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
相
手
方
が
現
場
に
い
な
い
た

め
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

三

道
路
管
理
者
が
、
道
路
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
車
両
等
の
占
有
者
等
に

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
て
同
項
の
規

定
に
よ
る
命
令
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
場
合

４

道
路
管
理
者
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
る
た
め
や
む
を
得

な
い
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
他
人
の
土
地
を
一
時
使

用
し
、
又
は
竹
木
そ
の
他
の
障
害
物
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う

。
）
は
、
会
社
管
理
高
速
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
、
第
一
項
か
ら
前
項
ま

で
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
行
う
も
の
と
す
る
。

６

機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
会
社
管
理
高
速
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て

そ
の
権
限
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
会
社
に
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。



- 5 -

７

機
構
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
会
社
管
理
高
速
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ

て
行
う
権
限
に
係
る
事
務
の
一
部
を
会
社
に
委
託
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
委

託
す
る
事
務
の
円
滑
か
つ
効
率
的
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
会
社

と
協
議
し
、
当
該
委
託
す
る
事
務
の
内
容
及
び
こ
れ
に
要
す
る
費
用
の
負
担
の
方
法

を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

地
方
道
路
公
社
は
、
公
社
管
理
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て
、
第
一
項
か
ら

第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
行
う
も
の
と
す
る
。

９

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
会
社
管
理
高
速
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て

行
う
権
限
は
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
料
金
の
徴
収
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
道
路
公
社
が
公
社
管
理
道
路
の
道
路
管
理
者
に
代
わ
つ
て

行
う
権
限
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

第
七
十
六
条
の
七

国
土
交
通
大
臣
は
道
路
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
区

間
外
の
国
道
（
同
法
第
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
一
般
国
道
を
い
う
。
）
、
都
道
府
県

道
（
同
法
第
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
都
道
府
県
道
を
い
う
。
）
及
び
市
町
村
道
（
同

法
第
三
条
第
四
号
に
掲
げ
る
市
町
村
道
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
関
し
、
都
道
府
県
知
事
は
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定

す
る
指
定
都
市
の
市
道
以
外
の
市
町
村
道
に
関
し
、
緊
急
通
行
車
両
の
通
行
を
確
保

し
、
災
害
応
急
対
策
が
的
確
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
特
に
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
道
路
の

道
路
管
理
者
に
対
し
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
若
し
く
は
命
令
を
し
、
又

は
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
指
示
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
七
十
六
条
の
八

第
七
十
六
条
の
六
に
規
定
す
る
道
路
管
理
者
で
あ
る
国
土
交
通
大

臣
の
権
限
及
び
前
条
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
損
失
補
償
等
）

（
損
失
補
償
等
）

第
八
十
二
条

国
又
は
地
方
公
共
団
体
は
、
第
六
十
四
条
第
一
項
（
同
条
第
八
項
に
お

第
八
十
二
条

国
又
は
地
方
公
共
団
体
は
、
第
六
十
四
条
第
一
項
（
同
条
第
八
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
条
第
七
項
に
お
い
て
同
条
第
一
項
の
場
合
に

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
条
第
七
項
に
お
い
て
同
条
第
一
項
の
場
合
に

つ
い
て
準
用
す
る
第
六
十
三
条
第
二
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
六
条
の
三
第
二
項

つ
い
て
準
用
す
る
第
六
十
三
条
第
二
項
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
六
条
の
三
第
二
項

後
段
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十

後
段
（
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
七

六
条
の
六
第
三
項
後
段
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
処
分

処
分
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
処
分
に
よ
り
通
常
生
ず
べ
き
損
失
を

に
よ
り
通
常
生
ず
べ
き
損
失
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

機
構
又
は
地
方
道
路
公
社
は
、
第
七
十
六
条
の
六
第
五
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
り
同
条
第
三
項
後
段
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
前

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
処
分
に
よ
り
通
常
生
ず
べ
き
損
失
を

補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

２

（
略
）
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○

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
（
附
則
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
自
衛
隊
の
防
衛
出
動
時
に
お
け
る
交
通
の
規
制
等
）

（
自
衛
隊
の
防
衛
出
動
時
に
お
け
る
交
通
の
規
制
等
）

第
百
十
四
条
の
五

（
略
）

第
百
十
四
条
の
五

（
略
）

２

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
七
十
六
条
第
二

２

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
七
十
六
条
第
二

項
、
第
七
十
六
条
の
二
、
第
七
十
六
条
の
三
（
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第
七
十
六
条

項
、
第
七
十
六
条
の
二
、
第
七
十
六
条
の
三
（
第
四
項
を
除
く
。
）
、
第
七
十
六
条

の
五
及
び
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
行
の
禁
止
又
は

の
四
及
び
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
行
の
禁
止
又
は

制
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
七
十
六
条
の
二
第
一
項

制
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
七
十
六
条
の
二
第
一
項

及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
緊
急
通
行
車
両
」
と
あ
る
の
は

及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
緊
急
通
行
車
両
」
と
あ
る
の
は

「
自
衛
隊
等
の
使
用
す
る
車
両
」
と
、
同
法
第
七
十
六
条
の
二
第
五
項
中
「
前
条
第

「
自
衛
隊
等
の
使
用
す
る
車
両
」
と
、
同
法
第
七
十
六
条
の
二
第
五
項
中
「
前
条
第

一
項
」
と
あ
り
、
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
三
第
五
項
中
「
第
七
十
六
条
第
一
項
」

一
項
」
と
あ
り
、
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
三
第
五
項
中
「
第
七
十
六
条
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
「
道
路
交
通
法
第
百
十
四
条
の
五
第
一
項
」
と
、
同
条
第
一
項
及
び
同

と
あ
る
の
は
「
道
路
交
通
法
第
百
十
四
条
の
五
第
一
項
」
と
、
同
条
第
一
項
及
び
同

法
第
七
十
六
条
の
五
中
「
災
害
応
急
対
策
」
と
あ
る
の
は
「
我
が
国
に
対
す
る
外
部

法
第
七
十
六
条
の
四
中
「
災
害
応
急
対
策
」
と
あ
る
の
は
「
我
が
国
に
対
す
る
外
部

か
ら
の
武
力
攻
撃
を
排
除
す
る
た
め
の
行
動
」
と
、
同
法
第
七
十
六
条
の
三
第
三
項

か
ら
の
武
力
攻
撃
を
排
除
す
る
た
め
の
行
動
」
と
、
同
法
第
七
十
六
条
の
三
第
三
項

前
段
及
び
第
六
項
中
「
災
害
派
遣
を
命
ぜ
ら
れ
た
部
隊
等
」
と
あ
る
の
は
「
自
衛
隊

前
段
及
び
第
六
項
中
「
災
害
派
遣
を
命
ぜ
ら
れ
た
部
隊
等
」
と
あ
る
の
は
「
自
衛
隊

法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
防
衛
出
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
自
衛
隊
」
と
、
同

法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
防
衛
出
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
自
衛
隊
」
と
、
同

条
第
三
項
後
段
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
道
路
交
通
法
第
百
十
四
条
の
五
第
二

条
第
三
項
後
段
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
道
路
交
通
法
第
百
十
四
条
の
五
第
二

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一
項
」
と
、
「
「
緊
急
通
行
車
両
」
と
あ
る

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一
項
」
と
、
「
「
緊
急
通
行
車
両
」
と
あ
る

の
は
「
「
自
衛
隊
等
の
使
用
す
る
車
両
」
と
、
「
自
衛
隊
用
緊
急
通
行
車
両
（
自
衛

の
は
「
「
自
衛
隊
等
の
使
用
す
る
車
両
」
と
、
「
自
衛
隊
用
緊
急
通
行
車
両
（
自
衛

隊
の
使
用
す
る
緊
急
通
行
車
両
で
災
害
応
急
対
策
の
実
施
の
た
め
運
転
中
の
も
の
を

隊
の
使
用
す
る
緊
急
通
行
車
両
で
災
害
応
急
対
策
の
実
施
の
た
め
運
転
中
の
も
の
を

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
」
と
あ
り
、
及
び
「
自
衛
隊
用
緊
急
通

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
」
と
あ
り
、
及
び
「
自
衛
隊
用
緊
急
通

行
車
両
の
」
と
あ
る
の
は
「
自
衛
隊
の
使
用
す
る
車
両
の
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「

行
車
両
の
」
と
あ
る
の
は
「
自
衛
隊
の
使
用
す
る
車
両
の
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「

直
ち
に
」
と
あ
る
の
は
「
遅
滞
な
く
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

直
ち
に
」
と
あ
る
の
は
「
遅
滞
な
く
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。



- 8 -

○

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
（
附
則
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
災
害
対
策
基
本
法
の
規
定
の
読
替
え
適
用
等
）

（
災
害
対
策
基
本
法
の
規
定
の
読
替
え
適
用
等
）

第
二
十
八
条

原
子
力
災
害
に
つ
い
て
の
災
害
対
策
基
本
法
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

第
二
十
八
条

原
子
力
災
害
に
つ
い
て
の
災
害
対
策
基
本
法
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
規
定
（
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

る
規
定
（
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る

。

。

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
四
十
七
条
第
二

防
災
計
画
の

防
災
計
画
若
し
く
は
原
子
力
災

第
四
十
七
条
第
二

防
災
計
画

防
災
計
画
若
し
く
は
原
子
力
災

項

害
対
策
指
針
の

項

害
対
策
指
針

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

原
子
力
緊
急
事
態
宣
言
が
あ
っ
た
時
か
ら
原
子
力
緊
急
事
態
解
除
宣
言
が
あ
る
ま

２

原
子
力
緊
急
事
態
宣
言
が
あ
っ
た
時
か
ら
原
子
力
緊
急
事
態
解
除
宣
言
が
あ
る
ま

で
の
間
に
お
け
る
災
害
対
策
基
本
法
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
（
石
油
コ
ン

で
の
間
に
お
け
る
災
害
対
策
基
本
法
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
（
石
油
コ
ン

ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
七
十
六
条
の
五

（
略
）

（
略
）

第
七
十
六
条
の
四

（
略
）

（
略
）

第
七
十
六
条
の
六

災
害
が
発
生
し
た
場
合

原
子
力
緊
急
事
態
宣
言
が
あ
つ

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
一
項

た
時
か
ら
原
子
力
緊
急
事
態
解

除
宣
言
が
あ
る
ま
で
の
間

災
害
応
急
対
策

緊
急
事
態
応
急
対
策

（
新
設
）

（
新
設
）

第
七
十
六
条
の
七

災
害
応
急
対
策

緊
急
事
態
応
急
対
策

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

３
～
６

（
略
）

３
～
６

（
略
）
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○

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
号
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
二
条

機
構
は
、
第
四
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

第
十
二
条

機
構
は
、
第
四
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

会
社
が
高
速
道
路
の
新
設
、
改
築
、
維
持
、
修
繕
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
場
合

九

会
社
が
高
速
道
路
の
新
設
、
改
築
、
維
持
、
修
繕
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
場
合

に
お
い
て
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
及
び
災
害

に
お
い
て
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
に
基
づ
き

対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
に
基
づ
き
当
該
高
速
道

当
該
高
速
道
路
に
つ
い
て
そ
の
道
路
管
理
者
（
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る

路
に
つ
い
て
そ
の
道
路
管
理
者
（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定

道
路
管
理
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
権
限
の
代
行
そ
の
他
の
業
務
を
行
う
こ

す
る
道
路
管
理
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
権
限
の
代
行
そ
の
他
の
業
務
を
行

と
。

う
こ
と
。

十
・
十
一

（
略
）

十
・
十
一

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
の
国
土
交
通
大
臣
の
要
求
）

（
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
の
国
土
交
通
大
臣
の
要
求
）

第
二
十
六
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法
又
は
災
害
対
策
基
本
法
に

第
二
十
六
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
代
行
す
る
道
路

基
づ
き
代
行
す
る
道
路
管
理
者
の
権
限
の
適
正
な
行
使
を
確
保
す
る
た
め
特
に
必
要

管
理
者
の
権
限
の
適
正
な
行
使
を
確
保
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
機
構
に
対
し
、
第
十
二
条
第
一
項
第
九
号
の
業
務
及
び

は
、
機
構
に
対
し
、
第
十
二
条
第
一
項
第
九
号
の
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務

こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

。
２

（
略
）

２

（
略
）
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○

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
交
通
の
規
制
等
）

（
交
通
の
規
制
等
）

第
百
五
十
五
条

（
略
）

第
百
五
十
五
条

（
略
）

２

災
害
対
策
基
本
法
第
七
十
六
条
第
二
項
、
第
七
十
六
条
の
二
、
第
七
十
六
条
の
三

２

災
害
対
策
基
本
法
第
七
十
六
条
第
二
項
及
び
第
七
十
六
条
の
二
か
ら
第
七
十
六
条

及
び
第
七
十
六
条
の
五
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
行
の
禁
止
又
は
制
限
に

の
四
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
行
の
禁
止
又
は
制
限
に
つ
い
て
準
用

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
七
十
六
条
の
二
第
五
項
中
「
前

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
七
十
六
条
の
二
第
五
項
中
「
前
条
第
一
項
」

条
第
一
項
」
と
あ
り
、
同
法
第
七
十
六
条
の
三
第
五
項
中
「
第
七
十
六
条
第
一
項
」

と
あ
り
、
同
法
第
七
十
六
条
の
三
第
五
項
中
「
第
七
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

と
あ
る
の
は
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る

「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
第
百
五

法
律
第
百
五
十
五
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
同

十
五
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
同
法
第
七
十
六

法
第
七
十
六
条
の
五
中
「
災
害
応
急
対
策
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
の
保
護
の
た
め
の

条
の
四
中
「
災
害
応
急
対
策
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
」
と
、

措
置
」
と
、
同
法
第
七
十
六
条
の
三
第
三
項
及
び
第
六
項
中
「
災
害
派
遣
を
命
ぜ
ら

同
法
第
七
十
六
条
の
三
第
三
項
及
び
第
六
項
中
「
災
害
派
遣
を
命
ぜ
ら
れ
た
部
隊
等

れ
た
部
隊
等
の
自
衛
官
」
と
あ
る
の
は
「
出
動
等
を
命
ぜ
ら
れ
た
自
衛
隊
の
部
隊
等

の
自
衛
官
」
と
あ
る
の
は
「
出
動
等
を
命
ぜ
ら
れ
た
自
衛
隊
の
部
隊
等
の
自
衛
官
」

の
自
衛
官
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


